
【開催日時】

令和７年５月１６日（金）午後６時～

令和７年５月１７日（土）午後１時３０分～

北袋町１丁目地区における
都市計画決定・変更に関する原案説明会
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本日の説明内容

１.説明会の趣旨について

２.北袋町１丁目地区について

３.北袋町１丁目地区の都市計画変更の内容について

①用途地域

②防火地域及び準防火地域

③地区計画

４.都市計画変更のスケジュールについて
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説明会の趣旨について
１ 説明会の趣旨

都市計画法第１６条第１項に基づく説明会

都市計画を変更する際には、都市計画法に基づく手続きを行う必要があります。

今回は、用途地域、防火地域及び準防火地域を指定及び変更する際に行うことと

されている、都市計画法第１６条第１項に基づく公聴会または、それに代わる説

明会ということで、説明会を行わせていただくものです。

また、後ほどご説明させていただきますが、地区計画につきましては都市計画

法第１６条第２項に基づく縦覧及び意見の徴収を行うこととなっております。



本日の説明内容

１.説明会の趣旨について

２.北袋町１丁目地区について

３.北袋町１丁目地区の都市計画変更の内容について

①用途地域

②防火地域及び準防火地域

③地区計画

４.都市計画変更のスケジュールについて
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北袋町１丁目地区について ２.地区について

さいたま市大宮区北袋町１丁目６０３番地１、２



本日の説明内容

１.説明会の趣旨について

２.北袋町１丁目地区について

３.北袋町１丁目地区の都市計画変更の内容について

①用途地域

②防火地域及び準防火地域

③地区計画

４.都市計画変更のスケジュールについて

6



7

● 新庁舎整備に伴う主な都市計画の変更内容（予定）

新庁舎整備地を工業地域（容積率 200％・建ぺい率 60％）から商業地域（容積

率 400％・建ぺい率 80％）に変更

❶ 用途地域

❷ 防火地域

新庁舎整備地に防火地域の指定を追加

❸ 地区計画

・地区施設として位置付けられている公園１号（新都心みどり広場）・公園３号

（まちかど広場）を、市民広場として再編するための変更

・新庁舎整備地に壁面後退制限を追加

・新庁舎整備地に建築できる建築物の用途制限を変更

※ 都市計画変更の内容は、さいたま市役所新庁舎の移転整備に必要な変更を行うもので
あり、市以外の各関係権利者所有敷地に定められた都市計画に変更はありません。

３．都市計画変更
都市計画変更の内容について
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３．都市計画変更都市計画変更の概要

シントシティ
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都市計画変更の内容について ①用途地域

変更前 変更後

●変更理由
さいたま市都市計画マスタープランに定める土地利用転換誘導地区として位置づけられる本地区

について、市役所本庁舎の移転を契機に本地区に期待されている機能を一層補完するとともに、市
役所本庁舎や商業用途の土地利用を誘導するために、用途地域を変更するものです。

工業地域
（２００／６０）

商業地域
（４００／８０）

（）内は、容積率／建ぺい率 9
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都市計画変更の内容について ②防火地域

変更前 変更後

防火地域防火地域・準防火地域
無指定

●変更理由
本地区では、市役所本庁舎整備に伴い、今まで以上に人が集積する地区となることから、地区内

の建築物の不燃化を進めることにより市街地の防災性の向上を図り、火災の危険を防除するととも
に、延焼火災からの安全確保を図り、計画的で安全・安心のまちづくりを推進するため、新たに防
火地域として指定するものです。
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都市計画変更の内容について ③地区計画
地区計画とは･･･

総合的・詳細・自由度の高い計画制度

地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良

いまちへと誘導していく

住民参加のまちづくり

計画案づくりの段階から地区のみなさまの意向を十分反映することが義務づけら

れた、住民参加のまちづくりの手法
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都市計画変更の内容について ③地区計画
北袋町一丁目地区地区計画

・平成２７年 ３月３０日（当初指定）

・平成２８年１１月２５日（第１回変更）※風営法の改定により



都市計画変更の内容について ③地区計画

 地区施設の配置及び規模

 建築物等に関する事項

（建築物等の用途、敷地面積、

壁面の位置の制限 など）

❶ 地区計画の方針

北袋町１丁目地区地区計画

 地区計画の目標

 土地利用の方針

 地区施設の整備の方針

 建築物等の整備の方針

 その他当該地区の整備、

開発及び保全の方針

●変更理由
本地区内、Ｂ地区の一部を、さいたま市役所本庁舎移転地として、地域の複合交流拠点を

有する都市経営の拠点を形成するため、地区計画の変更を行うものです。

区域の整備、
開発及び保全
に関する方針

❷ 地区整備計画

※下線部分は、今回変更を行う項目
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都市計画変更の内容について ③地区計画

変更前 変更案

２．Ｂ地区

さいたま新都心の広域的防災機能及び

みどりを補完するため、公園・緑地を

整備するとともに、交流の拠点性を高

める施設等の導入により、地域の複合

交流拠点を形成する。

２．Ｂ地区

市の行政・防災機能の中核を担う行政施設及

び多くの市民が集い・憩える広場や緑地等を効

果的に整備することにより、さいたま新都心の

既存の広域的防災機能及びみどりを一層補完し

、併せて周辺の主要な施設との回遊性を高める

ことで、地域の複合交流機能を有する都市経営

の拠点を形成する。

 Ｂ地区が新庁舎地となるため、従前の土地利用の方針を踏まえ、新庁舎整備基本計画

を基に、庁舎が建設される場所として相応しい土地利用の方針に変更。

土地利用の方針
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都市計画変更の内容について ③地区計画

 各道路・公園については整備済みであるため、維持・保全をしていくための記
載に変更。

変更前 変更案

さいたま新都心周辺地区のまちづくりを

支える都市基盤及び骨格道路ネットワーク

の形成を図るため、以下の地区施設の整備

を行う。

[以下各地区施設の整備方針]

さいたま新都心周辺地区のまちづくりを

支える都市基盤及び骨格道路ネットワーク

を形成する地区内の道路、公園等の機能、

環境が損なわれないよう維持保全を図る。

[以下各地区施設の整備方針 削除]

地区施設の整備の方針
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都市計画変更の内容について ③地区計画

 道路は整備済みであるため、「新設する」の文言を削除

 広場の整備、維持・保全について追記

その他当該地区の整備開発及び保全に関する方針

変更前 変更案

沿道や敷地内の緑化を推進し、都市機

能がみどりでつながりあうまちの形成

を図る。

・新設する道路の緑化を推進し、みどり
豊かで潤いある街並みを形成する。

・敷地内緑化を推進し、まとまったみ

どり空間を創出する。

沿道や敷地内の緑化を推進し、都市機能が

みどりでつながりあうまちの形成を図る。

・新設する道路の緑化を推進し、みどり豊か
で潤いある街並みを形成する。

・敷地内緑化を推進し、まとまったみどり

空間を創出する。

・土地区画整理事業でつくられた公園の代

わりとなる広場の機能を整備し、維持保全

を図る。
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都市計画変更の内容について ③地区計画

 地区施設の配置及び規模

 建築物等に関する事項

（建築物等の用途、敷地面積、

壁面の位置の制限 など）

❶ 地区計画の方針

北袋町１丁目地区地区計画

 地区計画の目標

 土地利用の方針

 地区施設の整備の方針

 建築物等の整備の方針

 その他当該地区の整備、

開発及び保全の方針

●変更理由
本地区内、Ｂ地区の一部約１６．３ｈａの区域、さいたま市役所本庁舎移転地として、地

域の複合交流拠点を有する都市経営の拠点を形成するため、地区計画の変更を行うものです。

区域の整備、
開発及び保全
に関する方針

❷ 地区整備計画

※下線部分は、今回変更を行う項目
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都市計画変更の内容について ③地区計画

変更前

・区画道路１～７号[省略]

・公園 1 号 面積 約 2,320 ㎡

・公園 2 号 面積 約 4,570 ㎡

・公園 3 号 面積 約 600 ㎡

 付け替えを行う公園１号（新都心みどり広場）・公園３号（まちかど広場）の削除

 公園１号と３号の廃止に伴い、「公園２号」の表記を「公園」に変更

地区施設の配置及び規模
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変更案

・区画道路１～７号[省略]

・公園 1 号 面積 約 2,320 ㎡

・公園 2 号 面積 約 4,570 ㎡

・公園 3 号 面積 約 600 ㎡
公園１号

（新都心みどり広場）

公園３号
（まちかど広場）



都市計画変更の内容について ③地区計画

 B地区の一部を工業地域から商業地域に変更することに伴い、建築できる建築物の用

途規制が変更になるため、A地区（シントシティ地区）と同様の用途制限に変更する。

変更案

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

①建築基準法別表第２（ほ）項第２号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの

②建築基準法別表第２（に）項第５号に規定する自動車教習所

③建築基準法別表第２（に）項第６号に規定する畜舎

④葬祭場

⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第２号及び第３号に

規定する風俗営業及び同条第６項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むもの

建築物等に関する事項（建築物等の用途の制限）

19



都市計画変更の内容について ③地区計画

 壁面の位置の制限がかかっていなかった公園部分に対して、沿線の制限と同様に、壁

面の位置の制限を追加するもの。

建築物等に関する事項（壁面の位置の制限）

地区整備計画図に壁面位置の制限を追加
西側：道路境界線a（後退距離3.5ｍ）

東南側：道路境界線b（後退距離2.0ｍ）

道路境界線

道路

隣
地
境
界
線

黄色のハッチがかかっている部分には、建築
物を建築してはならない（一部除外あり）。

変更案（追加）

計画建築物

壁面の位置の制限
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都市計画変更の内容について ③地区計画

 新庁舎地区内の壁面後退区域内に、公益上必要なものが建築できるよう、建築制限から

除外するもの。

変更前 変更案

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

は、地区整備計画図に示す壁面の位置の

制限を越えて建築してはならない。

ただし、公共の用に供する人工地盤は

この限りでない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、

地区整備計画図に示す壁面の位置の制限を

越えて建築してはならない。

ただし、公共の用に供する人工地盤及び公

益上必要なものはこの限りでない。

建築物等に関する事項（壁面の位置の制限）
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都市計画変更の内容について
公園３号

 公園廃止
新庁舎整備地内の
広場に付替え

公園１号

 公園廃止
新庁舎整備地内の
広場に付替え

 西側：道路境界線aの追加
（後退距離3.5ｍ）
 東南側：道路境界線bの追加
（後退距離2.0ｍ）

新庁舎整備地

▲地区整備計画図変更案

③地区計画
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都市計画変更の内容について ③地区計画
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都市計画変更の内容について ③地区計画
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都市計画変更のスケジュール
４．スケジュール

都市計画案を、市の都市計画審議会に諮ります。

原案の縦覧でのご意見を参考に、都市計画の
案を作成します。案に係る縦覧により、市民
及び利害関係人からのご意見を伺います。

原案について、関係する皆様に対し説明会を
行い、地区計画については縦覧により、関係
する皆様のご意見を伺います。

都市計画を変更し、告示します。

都 市 計 画 審 議 会

原 案 の 作 成

説明会・原案の縦覧

案 の 作 成 ・ 縦 覧

現
在

とりまとめ結果を受け、原案を作成します。

都 市 計 画 変 更

地区の皆様を対象とした説明会のご意見をとり
まとめ、法手続きに入る準備をします。

と り ま と め
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４．スケジュール

≪縦覧期間≫

令和７年５月１６日(金) ～ 令和７年５月３０日(金)

※ ８：３０～１７：１５（土・日・休日を除く）

≪縦覧場所≫

・都市局 都市計画部 都市計画課（市役所９階）

・都市局 都市計画部 南部都市計画指導課（中央区役所３階）

・都市局 都市計画部 北部都市計画指導課（大宮区役所６階）

≪意見書の提出≫

①提出期間 令和７年５月１６日(金) ～ 令和７年６月６日(金)

※ ８：３０～１７：１５（土・日・休日を除く）

②提出先 縦覧場所と同じ

※ 郵送による提出も可能。（期間内到達分が有効）

330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市計画課 宛

地区計画原案の縦覧・意見書の提出について



ご清聴ありがとうございました
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北袋町１丁目地区の都市計画変更の内容について

防火地域

防火地域及び準防火地域内の構造制限の概要


